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６－５．無償ボランティア輸送の導入を検討 

 

１）「互助」によるボランティア輸送の概要 

①概要 

ボランティアや地域の助け合いといった活動によって、「道路運送法上の許可・登録を要し

ない輸送」として、地域の足の確保が行われている場合がある。その際、地域住民やボラン

ティア団体等の民間の活動と連携し、行政が費用の一部を負担するなどによって、「利用者か

ら運送の対価を一切得ない形とする」ことで、道路運送法上の許可・登録を受けないで輸送

サービスの提供を行うことができる。 

この取り組みは、地域の共助・互助による移動手段を確保しようとする地域や*ＮＰＯ法人

等の団体の方とともに、地域の生活交通を「創り」・「守り」・「育てる」上での一助となり、

安心で充実した暮らしが永く引き継がれていくことに期待されている。 

 

許可・登録の手続きが不要な運送（無償：互助活動、運賃収受は不可） 

区分 許認可 ナンバー 協議会 

企業 

団体 

企業などが実施する民間送迎バス 

該当なし 白 

運行者との

合 意 が 必

要 

社会福祉法人などが実施する民間送迎バス 

行政 市町村の車（保険付）で住民が運行 

地域 地域ボランティアによる送迎バス 

 

 

 

 

 

②「互助」による（有償にあたらない）輸送の検討 

互助活動によるボランティア輸送を検討するにあたって、地域住民の外出支援を考える

上で普段の生活にあわせた経路や時刻に加え、行動範囲や移動目的などにも考慮すること

が求められるが、ボランティア輸送は、地域住民に移動手段として「相乗り」が基本にあ

り、一人ひとりの生活スタイルに合わせることは難しく、実現が可能な運用の仕組みを検

討していくことが重要である。 

 

互助活動における地域で取組む移動・外出支援 

・食料品などの購入アクセスが困難な地域への支援 

・食料品などの購入による荷物の運搬支援 

・閉じこもりがちな高齢者の外出支援 

・高齢者の単身世帯などの見守り支援 

 

 

運行実施主体（*ＮＰＯ法人等ほか） 

ＮＰＯ法人、一般社団法人又は一般財団法人、地方自治法に規定する認可地縁団体、農業協同組

合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会など 



第６章．事業モデルの検討 無償ボランティア輸送 

- 156 - 

２）互助による輸送モデル 

 

モデル１．利用者が燃料代等の実費のみ負担（又は負担なし） 

提供者：NPO 法人又は社会福祉協議会 が、輸送サービスを提供 

利用者：実際の運行に要した燃料代、道路通行料及び駐車場料金を負担する。 

費 用：利用者の実費負担を超える費用は、が別の活動で集める寄付金などで賄う。 

車 両：提供者 が所有する車両を使用。 

運転手：提供者の職員又はボランティア 

※行政から、車両の提供・車検等の法定の整備費用、任意の自動車損害賠償保険料に 

ついて補助を受けることも可能。 

※運転ボランティアが持ち込む所有車両を使用することも可能。（保険適用の要件等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデル２．利用者が会費や施設利用料等を負担し、運送の対価を負担しない 

利用者が会費や施設利用料等を負担する場合、会の運営全般に関する経費や施設使用

に係る経費として負担している限りにおいては、運送の対価を負担していることにはな

らないが、以下のような点については注意が必要である。 

 

① 利用者が、会（自治会等）の運営全般に要する経費として会費を支払う場合に、 

希望する会員に輸送サービスを提供し、運送の対価は求めない。 

 

 

 

 

 

 

 

運送サービスの提供と会費の負担に密接な関係が認められ、運送に対する反対給付

の関係が特定される場合は、会費と称して対価の収受が行われているものと考えら

れるため、許可・登録が必要となる。 
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② 利用者が施設利用料を支払って、高齢者サロンやデイサービス等の施設の利用をし 

ている場合に、当該施設へ利用者を送迎するための輸送を提供し、送迎に係るコス 

トは求めない 

 

 

 

 

③ 家事・身辺援助の提供が中心となるサービスにおいて、そのサービスの一環として 

輸送サービスを提供し、運送の対価を求めない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考）高齢者の実情 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運送を行う場合と行わない場合とで対価が異なる場合や、提供するサービスの中に運

送が含まれており、運送に対する反対給付が特定される場合には、許可・登録が必要

となる。 

個々から運賃を求める場合や、送迎サービスを利用する者と利用しない者の間で金額

や提供されるサービスに差を設ける場合には、許可・登録が必要となる。 

車両を用いない外出支援（徒歩での付き添い）と車両を用いる輸送を含む外出支援と

で時間単価が異なる場合や、「車両送迎分」と「付き添い分」の対価がそれぞれ区分さ

れている場合は、許 可・登録が必要となる。 

高齢者は、マイカーによる送迎によって移動しているケースが多い現実がある。しかし、送迎

はする人にとってもしてもらう人にとっても、労力、時間、気遣いなどさまざまな負担をともなう。

送迎に要する燃料代を含む費用もかかるし、例えば、お嫁さんに送り迎えをしてもらうと余計な

気を使わなければならないし、近所の知り合いに送ってもらうと、季節の節目ぐらいは何かお礼を

しなきゃと考えてしまう。家族やご近所の方による送迎は、してもらう側のストレスも少なからずあ

ることがわかる。地域では高齢者が高齢者を送迎していることもあり、「今は私が 70 代や 80 代

の近所の人を病院まで送っているが、あと 10 年したら私はもう運転できないかもしれない。その

時自分の面倒は誰が見てくれるんだろう」と老々送迎の実情が見えてくる。 
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３）許可・登録を要しない輸送（互助による輸送）の明確化 

 

①ルールの明確化 

・道路運送法上の「許可・登録を要しない輸送」について、ガソリン代等の他に一定の 

金額を収受することが可能な範囲を明確化（それ以外のものを受け取る場合には有償 

とする整理） 

・営利を目的としない「互助」による輸送のために NPO が自治体の車両を活用するなど、 

輸送の対価に当たらない支援を公表（受け取っても対価にあたらない範囲について整理） 

・実施にあたっての条件整備 

・「互助」による輸送の導入に関する情報提供の方法など 

 

 ②運行方法 

利用者から運送の対価を得ないで輸送サービスを提供する場合、すなわち「道路運送法

上の許可・登録を要しない」輸送を行おうとする場合には、白ナンバーによる運行と限定

されており、利用者から受け取ることができる金銭等の額は、運送に要した燃料代、道路

通行料及び駐車場代及び謝礼のみ。そのため、そうした実費では賄えない経費は別の方法

で賄う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 ③地域の担い手 

互助活動によるボランティア輸送は、「道路運送法上の許可・登録を要しない」で、運行

にあたって運転手などが対価をもらって（いわゆる「有償」）輸送を行うことができないこ

とと定められている。そのため、地域の担い手にあたる、予約の受付や連絡係、運転手及

び付添人などは、「無償」によるボランティアとして位置付けられている。 

 

 ④車両の提供 

ボランティア輸送を行うにあたって、車両の確保の方法として主に次の方法がある。 

車両確保の手段 内容 

個人の所有者 ボランティア運転手が所有する車両 

行政機関の空き車両 車両の空き時間などを活用して利用する車両 

社会福祉協議会や社会福祉法人 

などの空き車両 
車両の空き時間などを活用して利用する車両 

レンタカー 一定期間をレンタルによって調達する車両 

車両の調達 新車や中古車を調達して利用する車両 

沖縄 200 

あ  00-00 

沖縄 200 

あ  00-00 

緑ナンバー ⇒ 事業用自動車 旅客や貨物の運送によって対価をもらう

ことを目的にした車両 

白ナンバー ⇒ 一般的な車両を活用し、対価をもらって輸送すること

は いわゆる「白バス」「白タク」と呼ばれる違法行為 
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⑤行政により導入支援 

導入支援 内容 

導入する自治会への支援 運営方法や仕組みづくりなどの支援 

車両の提供 前項「車両の提供」手段を検討し車両を提供 

燃料費の提供 
導入する自治会から町内の活動範囲およぶ運行形態な

どから算出される燃料代の負担 

保険料の提供 自動車保険（任意保険）に加入する保険料の負担 

安全運転「講習会」の受講費 運転手に対する安全運転に関わる受講費の負担 

車両整備 車検や車両整備にかかる費用の負担 

運行に必要な備品類 
アルコールチェッカーや体温計など、安全運行に必要

な備品類の負担 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６章．事業モデルの検討 無償ボランティア輸送 

- 160 - 

４）安全確保のための措置 

 

①運転者に対する教育（安全運転の確保） 

道路運送法上の許可・登録を受けないということは、道路運送法が定める輸送の安全や

利用者保護の措置が担保されていないということですので、運行主体において、運転者の

運転技能や知識をどのように確保するのか十分検討し、輸送の安全確保や利用者保護に努

める必要がある。 

□ 安全運転能力検定 

運転免許とは別に、知識を問う試験で安全運転力（どれくらい安全運転ができるか）が

判定できる検定。安全運転に必要な知識を、運転技能・交通法規・運転行動の観点から評

価します。検 定 は ４ 級 （ 無 料 ）、 ３ 級 （ 1,100 円 ）、 ２ 級 （ 5,500 円）、 １ 級

（27,500 円）での４ランクに分かれており、いずれも WEB 試験。表示は税込み 

一般社団法人 安全運転推進協会 https://safe-driving.or.jp/ 

□ 高齢者講習 

７０歳以上の方が運転免許証の更新手続きを受けようとする時は、「高齢者講習」又は

「チャレンジ講習及び特定任意高齢者講習」のいずれかを受講することが必要。 

沖縄県警察本部交通部沖縄県警察運転免許センター  講習係 

https://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2015030100222/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ NASVA の適性診断受診 

NASVA の適性診断は、バス、ハイヤー、タクシー、トラックなどの自動車運送事業者

における運転者の方を対象に、自動車の運転に関する長所、短所といった「運転のクセ」

を様々な測定により見い出し、それぞれのクセに応じたアドバイスを提供することで、交

通事故防止に活用されている。（１人 4800 円） 
 独立行政法人自動車事故対策機構 沖縄支所 

https://www.nasva.go.jp/gaiyou/eigyo-okinawa.html 

  

 

高齢者講習の７０歳～７４歳の方の場合（７５歳以上の方は別） 

 

「高齢者講習」 

受講希望の方 

「特定任意高齢者講習」 

受講希望の方 

受講対象者 
７０歳以上の方で運転免許

証の更新を希望する方 

７０歳以上の方で運転免許証の更新を希望し、 

「チャレンジ講習」に合格した方 

実施場所 

講習実施場所（指定自動車

教習所）の中から選択し講

習の予約 

チャレンジ講習 特定任意高齢者講習 

運転免許センター 

で予約 

チャレンジ講習に合格した方

は、運転免許センターで特定 

任意高齢者講習を行う。 

手数料 
５，８００円 
※但し小型特殊免許だけの方は２，

３５０円となります。 

２，７５０円 
※チャレンジ講習の不合格者は何度でも

「チャレンジ講習」を受講できますが、

その都度手数料が必要。 

１，４００円 

旅客自動車運送事業運輸規則 第 38 条第 2 項 



５）各種保険による対策

安全の確保に関する措置

の所在がどのようなものとなるかといった点について、運行主体が、利用者に対し、わか

りやすく周知することも必要で

 

 

 

 

 

 

 

 

□自動車保険の種類

自賠責保険：義務

自動車保険：任意

  

□自動車保険の主な内容

対人賠償保険

対物賠償保険

人身/搭乗者

車両保険
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

□自動車保険

自動車損害賠償保障法三条の規定では、自動車事故によって生じた人身事故の損害につ

いては、運転者の故意・過失を問わず、事故を起こした車の運行供用者

ど) に賠償責任を負わせるとされてい

以下の要件を満たした場合、運行供用者とされる

 

 

 

運転手（所有者）

①運行支配権をもつ者…車の使用に対して、その人が支配権を有していること。

②運行利益の帰属…車の使用により受ける利益がその人に帰属すること。

各種保険による対策

安全の確保に関する措置

の所在がどのようなものとなるかといった点について、運行主体が、利用者に対し、わか

りやすく周知することも必要で

□自動車保険の種類

自賠責保険：義務

自動車保険：任意

□自動車保険の主な内容

対人賠償保険 

対物賠償保険 

搭乗者傷害保険

車両保険 

□自動車保険の損害賠償責任の範囲

自動車損害賠償保障法三条の規定では、自動車事故によって生じた人身事故の損害につ

いては、運転者の故意・過失を問わず、事故を起こした車の運行供用者

に賠償責任を負わせるとされてい

以下の要件を満たした場合、運行供用者とされる

運転手（所有者）

記名登録さ
れた運転手

①運行支配権をもつ者…車の使用に対して、その人が支配権を有していること。

②運行利益の帰属…車の使用により受ける利益がその人に帰属すること。

各種保険による対策 

安全の確保に関する措置として

の所在がどのようなものとなるかといった点について、運行主体が、利用者に対し、わか

りやすく周知することも必要で

□自動車保険の種類 

自賠責保険：義務 

自動車の所有者に加入が義務付けられている保険で、支払限度額は、

被害者

る損害で最高

※自賠責保険では相手の自動車や自分のケガなどは補償されません。

自動車保険：任意 ※自賠責保険に加えて任意保険に加入することが一般的

□自動車保険の主な内容 

自賠責保険の支払限度額を超える対人賠償を補償

他人の自動車などのモノを壊した場合の損害を補償

傷害保険 運転者自身や同乗者が死亡したりケガをしたりした場合の損害を補償

自分の自動車が破損した場合の修理費用や買替費用を補償

の損害賠償責任の範囲

自動車損害賠償保障法三条の規定では、自動車事故によって生じた人身事故の損害につ

いては、運転者の故意・過失を問わず、事故を起こした車の運行供用者

に賠償責任を負わせるとされてい

以下の要件を満たした場合、運行供用者とされる

運転者本人・
配偶者限定

運転者家族限
定 

限定なし

運転手（所有者） 

記名登録さ
れた運転手 

①運行支配権をもつ者…車の使用に対して、その人が支配権を有していること。

②運行利益の帰属…車の使用により受ける利益がその人に帰属すること。

として、任意の自動車損害保険の加入状況や、事故の際の責任

の所在がどのようなものとなるかといった点について、運行主体が、利用者に対し、わか

りやすく周知することも必要である。 

自動車の所有者に加入が義務付けられている保険で、支払限度額は、

被害者 1 名当たり、死亡による損害で最高

る損害で最高 4,000

自賠責保険では相手の自動車や自分のケガなどは補償されません。

※自賠責保険に加えて任意保険に加入することが一般的

自賠責保険の支払限度額を超える対人賠償を補償

他人の自動車などのモノを壊した場合の損害を補償

運転者自身や同乗者が死亡したりケガをしたりした場合の損害を補償

自分の自動車が破損した場合の修理費用や買替費用を補償

の損害賠償責任の範囲 

自動車損害賠償保障法三条の規定では、自動車事故によって生じた人身事故の損害につ

いては、運転者の故意・過失を問わず、事故を起こした車の運行供用者

に賠償責任を負わせるとされている

以下の要件を満たした場合、運行供用者とされる

項目名 

運転者本人・
配偶者限定 

運転者家族限
 

限定なし 

①運行支配権をもつ者…車の使用に対して、その人が支配権を有していること。

②運行利益の帰属…車の使用により受ける利益がその人に帰属すること。
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、任意の自動車損害保険の加入状況や、事故の際の責任

の所在がどのようなものとなるかといった点について、運行主体が、利用者に対し、わか

 

自動車の所有者に加入が義務付けられている保険で、支払限度額は、

名当たり、死亡による損害で最高

4,000 万円、ケガによる損害で最高

自賠責保険では相手の自動車や自分のケガなどは補償されません。

※自賠責保険に加えて任意保険に加入することが一般的

自賠責保険の支払限度額を超える対人賠償を補償

他人の自動車などのモノを壊した場合の損害を補償

運転者自身や同乗者が死亡したりケガをしたりした場合の損害を補償

自分の自動車が破損した場合の修理費用や買替費用を補償

自動車損害賠償保障法三条の規定では、自動車事故によって生じた人身事故の損害につ

いては、運転者の故意・過失を問わず、事故を起こした車の運行供用者

る。 

以下の要件を満たした場合、運行供用者とされる

1.記名被保険者
2.記名被保険者の配偶者

1.記名被保険者
2.記名被保険者の配偶者
3.記名被保険者又はその配偶者の同居の親族
4.記名被保険者又はその配偶者の別居の未婚の子

記名被保険者とその配偶者だけでなく、同別居問わ
ず親族・友人・知人なども含まれる

①運行支配権をもつ者…車の使用に対して、その人が支配権を有していること。

②運行利益の帰属…車の使用により受ける利益がその人に帰属すること。

第６章．事業モデルの検討

、任意の自動車損害保険の加入状況や、事故の際の責任

の所在がどのようなものとなるかといった点について、運行主体が、利用者に対し、わか

自動車の所有者に加入が義務付けられている保険で、支払限度額は、

名当たり、死亡による損害で最高

万円、ケガによる損害で最高

自賠責保険では相手の自動車や自分のケガなどは補償されません。

※自賠責保険に加えて任意保険に加入することが一般的

自賠責保険の支払限度額を超える対人賠償を補償

他人の自動車などのモノを壊した場合の損害を補償

運転者自身や同乗者が死亡したりケガをしたりした場合の損害を補償

自分の自動車が破損した場合の修理費用や買替費用を補償

自動車損害賠償保障法三条の規定では、自動車事故によって生じた人身事故の損害につ

いては、運転者の故意・過失を問わず、事故を起こした車の運行供用者

以下の要件を満たした場合、運行供用者とされることに

補償の範囲

記名被保険者 
記名被保険者の配偶者

記名被保険者 
記名被保険者の配偶者
記名被保険者又はその配偶者の同居の親族
記名被保険者又はその配偶者の別居の未婚の子

記名被保険者とその配偶者だけでなく、同別居問わ
ず親族・友人・知人なども含まれる

①運行支配権をもつ者…車の使用に対して、その人が支配権を有していること。

②運行利益の帰属…車の使用により受ける利益がその人に帰属すること。

第６章．事業モデルの検討 

、任意の自動車損害保険の加入状況や、事故の際の責任

の所在がどのようなものとなるかといった点について、運行主体が、利用者に対し、わか

自動車の所有者に加入が義務付けられている保険で、支払限度額は、

名当たり、死亡による損害で最高 3,000 万円、後遺障害によ

万円、ケガによる損害で最高 120

自賠責保険では相手の自動車や自分のケガなどは補償されません。

※自賠責保険に加えて任意保険に加入することが一般的

自賠責保険の支払限度額を超える対人賠償を補償 

他人の自動車などのモノを壊した場合の損害を補償

運転者自身や同乗者が死亡したりケガをしたりした場合の損害を補償

自分の自動車が破損した場合の修理費用や買替費用を補償

自動車損害賠償保障法三条の規定では、自動車事故によって生じた人身事故の損害につ

いては、運転者の故意・過失を問わず、事故を起こした車の運行供用者

になる 

補償の範囲 

記名被保険者の配偶者 

記名被保険者の配偶者 
記名被保険者又はその配偶者の同居の親族
記名被保険者又はその配偶者の別居の未婚の子

記名被保険者とその配偶者だけでなく、同別居問わ
ず親族・友人・知人なども含まれる

①運行支配権をもつ者…車の使用に対して、その人が支配権を有していること。

②運行利益の帰属…車の使用により受ける利益がその人に帰属すること。

 無償ボランティア

、任意の自動車損害保険の加入状況や、事故の際の責任

の所在がどのようなものとなるかといった点について、運行主体が、利用者に対し、わか

自動車の所有者に加入が義務付けられている保険で、支払限度額は、

万円、後遺障害によ

120 万円です。

自賠責保険では相手の自動車や自分のケガなどは補償されません。

※自賠責保険に加えて任意保険に加入することが一般的 

 

他人の自動車などのモノを壊した場合の損害を補償 

運転者自身や同乗者が死亡したりケガをしたりした場合の損害を補償

自分の自動車が破損した場合の修理費用や買替費用を補償 

自動車損害賠償保障法三条の規定では、自動車事故によって生じた人身事故の損害につ

いては、運転者の故意・過失を問わず、事故を起こした車の運行供用者(自動車の所有者な

 

記名被保険者又はその配偶者の同居の親族
記名被保険者又はその配偶者の別居の未婚の子

記名被保険者とその配偶者だけでなく、同別居問わ
ず親族・友人・知人なども含まれる 

①運行支配権をもつ者…車の使用に対して、その人が支配権を有していること。

②運行利益の帰属…車の使用により受ける利益がその人に帰属すること。

ボランティア輸送 

、任意の自動車損害保険の加入状況や、事故の際の責任

の所在がどのようなものとなるかといった点について、運行主体が、利用者に対し、わか

自動車の所有者に加入が義務付けられている保険で、支払限度額は、

万円、後遺障害によ

万円です。 

自賠責保険では相手の自動車や自分のケガなどは補償されません。 

運転者自身や同乗者が死亡したりケガをしたりした場合の損害を補償 

自動車損害賠償保障法三条の規定では、自動車事故によって生じた人身事故の損害につ

自動車の所有者な

記名被保険者又はその配偶者の同居の親族 
記名被保険者又はその配偶者の別居の未婚の子 

記名被保険者とその配偶者だけでなく、同別居問わ

①運行支配権をもつ者…車の使用に対して、その人が支配権を有していること。 

 



６）各種保険による

 

□補償を受けられない可能性があるおもなケース

・非登録ドライバー

・非業務外（私用や他業務に活用するなど）によって事故を起こした場合

・乗降中（乗り降り時）

・車両を「転貸」した場合

 

 

□車両の所有者名義人に保険階級に影響がない保険加入の方法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政からの車両提供

所有者名義人の保険

（法人名義の場合）

）各種保険による

□補償を受けられない可能性があるおもなケース

登録ドライバー

非業務外（私用や他業務に活用するなど）によって事故を起こした場合

乗降中（乗り降り時）

・車両を「転貸」した場合

□車両の所有者名義人に保険階級に影響がない保険加入の方法

車両の提供者

所有者名義人の保険

（個人車の場合）

行政からの車両提供

（３つの方法）

所有者名義人の保険

（法人名義の場合）

レンタカー

空き車両の提供

車両の新規調達

）各種保険による対策（全体像）

□補償を受けられない可能性があるおもなケース

登録ドライバーが運転して事故を起こした場合

非業務外（私用や他業務に活用するなど）によって事故を起こした場合

乗降中（乗り降り時）に事故を起こした場合

・車両を「転貸」した場合 

□車両の所有者名義人に保険階級に影響がない保険加入の方法

車両の提供者 

所有者名義人の保険 

（個人車の場合） 

行政からの車両提供 

（３つの方法） 

所有者名義人の保険 

（法人名義の場合） 

レンタカーの転貸 

空き車両の提供 

車両の新規調達 

対策（全体像） 

□補償を受けられない可能性があるおもなケース

が運転して事故を起こした場合

非業務外（私用や他業務に活用するなど）によって事故を起こした場合

に事故を起こした場合

 

□車両の所有者名義人に保険階級に影響がない保険加入の方法

・車両保管中または

 引継ぎ中などの非

 業務外での事故
 
・台風時や倒木や飛

来物などによる損

傷やキズなど
 
・互助活動の一環で

 車両の活用範囲を

 広げたいときなど

想定される出来事
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□補償を受けられない可能性があるおもなケース 

が運転して事故を起こした場合

非業務外（私用や他業務に活用するなど）によって事故を起こした場合

に事故を起こした場合 

□車両の所有者名義人に保険階級に影響がない保険加入の方法

自治会

車両の管理者

・車両保管中または

 引継ぎ中などの非

 業務外での事故

・台風時や倒木や飛

来物などによる損

傷やキズなど

・互助活動の一環で

 車両の活用範囲を

 広げたいときなど

複数の自治会が

車両を使用する

想定される出来事

適用を確認

適用を確認

新たに加入

第６章．事業モデルの検討

 （原則を除く：飲酒

が運転して事故を起こした場合 

非業務外（私用や他業務に活用するなど）によって事故を起こした場合

□車両の所有者名義人に保険階級に影響がない保険加入の方法

自治会 

管理者 

・車両保管中または 

引継ぎ中などの非 

業務外での事故 

・台風時や倒木や飛

来物などによる損

傷やキズなど 

・互助活動の一環で 

車両の活用範囲を 

広げたいときなど 

複数の自治会が 

車両を使用する 

想定される出来事 

適用を確認 

適用を確認 

新たに加入 

第６章．事業モデルの検討 

（原則を除く：飲酒や

非業務外（私用や他業務に活用するなど）によって事故を起こした場合

□車両の所有者名義人に保険階級に影響がない保険加入の方法 

運転手

・非登録ドライバー

が使用した場合の

 保険適用を確認
 
・活動エリア

外で発生する事故
 
・目的外使用が発生

 した場合
 
・搭乗者起因による

事故など

原則的には登録

ドライバーが運転

想定される出来事

適用を確認

適用を確認

新たに加入

 無償ボランティア

や事故の無届出

非業務外（私用や他業務に活用するなど）によって事故を起こした場合（回送中など）

運転手(複数人

車両の使用者

・非登録ドライバー

が使用した場合の

保険適用を確認

・活動エリア(

外で発生する事故

・目的外使用が発生

した場合 

・搭乗者起因による

事故など 

原則的には登録

ドライバーが運転

想定される出来事

適用を確認 

適用を確認 

新たに加入 

ボランティア輸送 

無届出等） 

（回送中など） 

複数人) 

使用者 

・非登録ドライバー

が使用した場合の 

保険適用を確認 

遠方)

外で発生する事故 

・目的外使用が発生 

・搭乗者起因による

原則的には登録 

ドライバーが運転 

想定される出来事 

 

 



７）自治会による運営

①全体像

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車両

契約者

記名被保険

者 

 

 

②自治会による運営の場合

運営主体

運行形態

車両

運行日

運転者

利用者

主な目的

検討の進め方

経費等の負担

安全・安心の確

保 

運転者等の確保

利用促進

自治会による運営

全体像 

車両名義 

契約者 

記名被保険

 

自治会による運営の場合

運営主体 

運行形態 

車両 

運行日 

運転者 

利用者 

主な目的 

検討の進め方 

経費等の負担 

安全・安心の確

 

運転者等の確保

利用促進 

町役場 

自治会による運営（素案）

八重瀬町 

自治会で記名登録

された運転手

自治会による運営の場合 全体像

自治会（単体や複数体）

指定区域内

八重瀬町からの貸与

地域で協議

地域ボランティア

外出が困難な住民

買い物や通院など

 
町主体となって導入し、複数の自治会が互いに連携して運営する

主な使用目的と車両の活用を広げたい場合の利用など

 燃料代、保険料など

安全・安心の確

・運転者の条件を

・安全運転・

・ドライバ

・交通事故、同乗者が急病の場合の連絡体制を構築など

運転者等の確保 
・住民が６５歳になった時に、ボランティアを募集

・既存のボランティア登録団体などからの募集など

・広報物だけでは伝わりにくいことから、直接、高齢者が集まる老人

 クラブに出向き相乗りの仕組みを説明

・実際に利用してもらうために相乗りツアーを実施

・知らない人のクルマに乗ることへの不安解消のため、利用者と運

転者の相乗り交流会の開催

・民生委員が移動に困っている高齢者に対して、直接利用を呼び掛け

車両の提供

保険料

ガソリン代

車両維持費

その他

経費の提供

（素案） 

 

記名登録

された運転手 

全体像（案）

（単体や複数体）

指定区域内で走行ルートを決めずに走る区域型

八重瀬町からの貸与

地域で協議 

地域ボランティア 

外出が困難な住民（主に６５歳以上の方）

や通院などが困難な地域の解消

町主体となって導入し、複数の自治会が互いに連携して運営する

主な使用目的と車両の活用を広げたい場合の利用など

、保険料など

運転者の条件を

安全運転・AED 講習会を開催し運転者が参加

ドライバ―は市内の自動車学校において交通安全講習を受講

・交通事故、同乗者が急病の場合の連絡体制を構築など

・住民が６５歳になった時に、ボランティアを募集

・既存のボランティア登録団体などからの募集など

広報物だけでは伝わりにくいことから、直接、高齢者が集まる老人

クラブに出向き相乗りの仕組みを説明

実際に利用してもらうために相乗りツアーを実施

知らない人のクルマに乗ることへの不安解消のため、利用者と運

転者の相乗り交流会の開催

民生委員が移動に困っている高齢者に対して、直接利用を呼び掛け

受付・マッチング

車両の提供 

保険料 

ガソリン代 

車両維持費 

その他 

経費の提供 
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（案） 

（単体や複数体） 

走行ルートを決めずに走る区域型

八重瀬町からの貸与など 

 

（主に６５歳以上の方）

が困難な地域の解消

町主体となって導入し、複数の自治会が互いに連携して運営する

主な使用目的と車両の活用を広げたい場合の利用など

、保険料などは町負担

運転者の条件を 75 歳未満 

講習会を開催し運転者が参加

は市内の自動車学校において交通安全講習を受講

・交通事故、同乗者が急病の場合の連絡体制を構築など

・住民が６５歳になった時に、ボランティアを募集

・既存のボランティア登録団体などからの募集など

広報物だけでは伝わりにくいことから、直接、高齢者が集まる老人

クラブに出向き相乗りの仕組みを説明

実際に利用してもらうために相乗りツアーを実施

知らない人のクルマに乗ることへの不安解消のため、利用者と運

転者の相乗り交流会の開催

民生委員が移動に困っている高齢者に対して、直接利用を呼び掛け

自治会 

受付・マッチング

※原則町内で、娯楽施設は目的外とする

送迎の依頼

第６章．事業モデルの検討

走行ルートを決めずに走る区域型

（主に６５歳以上の方）

が困難な地域の解消 

町主体となって導入し、複数の自治会が互いに連携して運営する

主な使用目的と車両の活用を広げたい場合の利用など

町負担 

 

講習会を開催し運転者が参加

は市内の自動車学校において交通安全講習を受講

・交通事故、同乗者が急病の場合の連絡体制を構築など

・住民が６５歳になった時に、ボランティアを募集

・既存のボランティア登録団体などからの募集など

広報物だけでは伝わりにくいことから、直接、高齢者が集まる老人

クラブに出向き相乗りの仕組みを説明

実際に利用してもらうために相乗りツアーを実施

知らない人のクルマに乗ることへの不安解消のため、利用者と運

転者の相乗り交流会の開催 

民生委員が移動に困っている高齢者に対して、直接利用を呼び掛け

 

受付・マッチング 

自宅から病院やスーパー、役場へ

※原則町内で、娯楽施設は目的外とする

送迎の依頼 

第６章．事業モデルの検討 

走行ルートを決めずに走る区域型 

（主に６５歳以上の方） 

町主体となって導入し、複数の自治会が互いに連携して運営する

主な使用目的と車両の活用を広げたい場合の利用など

講習会を開催し運転者が参加 

は市内の自動車学校において交通安全講習を受講

・交通事故、同乗者が急病の場合の連絡体制を構築など

・住民が６５歳になった時に、ボランティアを募集

・既存のボランティア登録団体などからの募集など

広報物だけでは伝わりにくいことから、直接、高齢者が集まる老人

クラブに出向き相乗りの仕組みを説明 

実際に利用してもらうために相乗りツアーを実施

知らない人のクルマに乗ることへの不安解消のため、利用者と運

民生委員が移動に困っている高齢者に対して、直接利用を呼び掛け

無償ボランティア

無償 

自宅から病院やスーパー、役場へ

※原則町内で、娯楽施設は目的外とする

（記名登録された方）

 無償ボランティア

町主体となって導入し、複数の自治会が互いに連携して運営する

主な使用目的と車両の活用を広げたい場合の利用など(ルール化

は市内の自動車学校において交通安全講習を受講

・交通事故、同乗者が急病の場合の連絡体制を構築など 

・住民が６５歳になった時に、ボランティアを募集 

・既存のボランティア登録団体などからの募集など 

広報物だけでは伝わりにくいことから、直接、高齢者が集まる老人

実際に利用してもらうために相乗りツアーを実施 

知らない人のクルマに乗ることへの不安解消のため、利用者と運

民生委員が移動に困っている高齢者に対して、直接利用を呼び掛け

運転手

無償ボランティア

自宅から病院やスーパー、役場へ

※原則町内で、娯楽施設は目的外とする 

（記名登録された方）

ボランティア輸送 

町主体となって導入し、複数の自治会が互いに連携して運営する 

ルール化) 

は市内の自動車学校において交通安全講習を受講 

広報物だけでは伝わりにくいことから、直接、高齢者が集まる老人 

知らない人のクルマに乗ることへの不安解消のため、利用者と運 

民生委員が移動に困っている高齢者に対して、直接利用を呼び掛け 

 

無償ボランティア 

自宅から病院やスーパー、役場へ 

（記名登録された方） 
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③長毛・港川・具志頭の３自治会の運用案 

  

選択の理由：具志頭の東地区で高齢化率が高く 

中心地から最も遠い（買い物不便地域） 

 運行の方法：３自治会により輪番型運行 

 運行の記録：燃料費の精算は給油レシート 

車両の引継：１日ごとに車両を引き継ぎ 

車両の保管：南の駅やえせ 

 

 

 

 

 

 例１）１週間１日単位で割り当て（週ごとに変更） 

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 
長毛 港川 具志頭 － 長毛 港川 具志頭 

午後 

メ リ ッ ト：１日の時間を、自治会のその日の状況によって運行することができる。 

デメリット：長毛公民館と港川公民館から「南の駅やえせ」までが遠い  

 

運行体制（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮称）３自治区共同連絡会 

具志頭自治会長 

（補佐） 

港川自治会長 

（補佐） 

長毛自治会長 

（補佐） 

ボランティア運転手 

（複数名） 

ボランティア運転手 

（複数名） 

ボランティア運転手 

（複数名） 

地域住民 地域住民 地域住民 

[南の駅やえせ] までの距離 
長毛公民館  約 2.2km 
港川公民館  約 2.6km 
具志頭公民館 約 0.5km 

・各自治会ごとに登録ドライバーを選任（保険適用者） 

・車両の「運行管理台帳」を記録 

主な検討事項 

・主目的以外「買い物や通院以外」の町内活動で使用できる範囲。 

・町外への活動「町外の病院や町外の商業施設など」の移動範囲。 

・運行ルール（使用上の注意など）を策定（保険適用外となるような運行など） 
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④運行に伴う主な課題と対策 

主な課題 主な状況 

買い物先や通院先は、皆一人

ひとりに違いがある 

・カテゴリーや商品ごとに替わる買い物先への志向や特売日など

への対応など、一人ひとりに多様なニーズ「こだわり」がある。 

・かかりつけ病院は、町内外に点在しており、診察日程や時間に

加え、調剤薬局でも時間的な拘束は一人ひとりによって違いが

ある 

買い物先や通院先によっては

「町外」もある 

・生活に必要な物には、主に食料品や日用品、衣料品などがある

が、町内で調達できないものや、他店舗への多様なニーズがあ

る。 

 

 

 

 

 

⑤互助活動の主な課題と対策 

主な課題 主な対策 

活動プログラムづくり 地域のニーズを把握してボランティア活動に結びつける。 

活動メンバーの確保 
ボランティア養成講座修了者がメンバーとなっている行政等の

広報誌を活用してボランティアを募集する。 

メンバーが生き生きと活動する 
メンバーの参加意欲や責任感を引き出す新しいメンバーを受け

入れる。 

活動のためのスキルを維持向上す

る 

内部研修会や勉強会を開催する。同じ活動分野の団体との情

報交換や外部研修を活用する。 

活動拠点や活動場所を確保する 
低廉な価格あるいは無償で活動拠点を提供してもらう公共施設

を活用する。 

活動のマンネリ化を防ぐ 
リーダーの交代をスムーズに進める。活動にメリハリをつける。

活動の評価を行う。新しいアイディアを活動に活かす。 

組織体制を整える 組織内の役割分担を明確にする。 

活動資金や運営資金を確保 する 
自主財源づくりを行う。資金支援に関する情報を把握する。行政

や支援機関から資金支援を受ける。資金源を多様化する。 

社会的な理解や信用を得る 
イベントを活用して知名度をあげる。インターネットや機関誌等

を活用して情報発信を行う。 

主な対策：過度な責任と過剰な負担を集中させず、地域住民の連帯意識と、「生きがい」や「やり

がい」など、個々人の社会的、精神的なＱＯＬの向上につながる方法を検討していく。 

 

参考） 

※マックスバリュー八重瀬：火・水ピカ市、毎月 20 日 30 日は５％還元 

※か ね ひ で 東 風 平 市 場：土曜市、月・火くわっち DAY（楽天カードポイント２倍） 

※サ ン エ ー 八 重 瀬 シ テ ィ：日替わり特価市 
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８）運行経費について 

 

①燃料代の算出（例示） 

 

走行距離(km) ÷ 燃費(km/ℓ) × 1ℓ あたりのガソリン価格(円/ ℓ) 

 

（それぞれの数値の算出根拠） 

・走行距離   ：地図情報サイトで計測した距離 

・燃費     ：車種ごとに公表されている燃費 

・ガソリン価格 ：ガソリン価格調査機関が公表する価格 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

出典：沖縄県広報：県内離島の石油製品小売価格の状況 https://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/chiikirito/ritoshinko/h27-sekiyukourikakaku.html 

南部徳洲会病院 

八重瀬町役場 

仲座地点 長毛地点 

6.9km 21.4km 

3.6km 

測定値は GoogleMap 

中心部の巡回ルート 3.2km（役場基点） 
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９）道路運送法における登録又は許可を要しないとする内容 
 
（１）サービスの提供を受けた者からの給付が、「好意に対する任意の謝礼」と認められる場合

は許可等を要しません。 

 

□有償であるとみなされるケース 

・予め運賃表などで金銭の収受が行われる場合 

・会費が徴収され運行サービスと関係する場合 

・運送とは関連しなくても反対給付となる場合 

 

 

（２）サービスの提供を受けた者からの給付が、金銭的な価値の換算が困難な財物や流通性 

の乏しい財物などによりなされる場合は許可等を要しません。 

 

□有償であるとみなされるケース 

・流通性や換金性のある金券の収受がある場合 

・サービスの交換で地域通貨を利用する場合 
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（３）ボランティア活動として行う運送において、実際の運送に要したガソリン 代、有料道路

使用料、駐車場代のみを収受する場合は許可等を要しません。 

 

 

 

 

（４）市町村の公共サービスを受けた者が対価を負担しておらず、反対給付が特定されない場

合などは許可等を要しません。 

 

□有償であるとみなされるケース 

・運送者から利用者にガソリン代と称して実費や運賃を要求する場合 

・施設等からの委託契約を受けて運送する場合 

・介護保険給付が適用される場合 

・運送の利用者によって料金が異なる場合 

・運送の利用者によってサービスが異なる場合 

・運送に対する反対給付が特定される場合 

 

 

 引用：道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について（H30.3.30）

https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/manager/pdf/H30/04.pdf 
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10）県外の事例 

１）住民などが独自に運行して外出支援をしている事例（横浜市港北区） 

 

２）市町村の車（保険付・ガソリン付）で住民が運行している事例（広島県福山市） 

 

３）社会福祉法人の「地域における公益的な取組（３法人が運行）」の事例（東京都町田市） 

 

引用：住民主体の移動・外出支援の取組み https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/mie/kikaku/seminar/before/1_9/4.pdf 
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参考）担い手募集の事例（発掘のヒント：神奈川県秦野市の事例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考）地域支え合い型 認定ドライバー養成研修 

買物や通院など外出にお困りの方を支援しませんか。国土交通大臣認定講習で移送に必要な

知識、身体介助、技能を学べます。 

 

大臣認定講習実施機関 
・運転協力者講習会 

・有償運送講習会 

 

福祉有償運送業（第 79 条）の福祉 

有償運転者に必要な講習として本島 

内で２社が認定機関として実施 

 
①有限会社まほろば（北谷町） 

②NPO 法人大きな和（名護市） 

 
参照 大臣認定講習実施機関一覧表 
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001407607.pd

f 

 

例示）ボランティア輸送の行政支援（大阪府枚方市） 

 

 

 

・自動車保険加入費用：2.000 円/台・日 

・運転者講習受講費用：20,000 円/人 

・試験運行の経費の一部：5,000 円/日 ただし上限有 

出典：大阪府枚方市 https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000033362.html 

 

 

自動車保険加入費用、運転者講習受講費用など運営費用

の一部を市が助成します。 
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参考）移動サービス専用自動車保険 

契約者・記名被保険者は、移動支援サービスの提供団体となる。対象自動車は、登録ドラ

イバー等が所有する自動車であるが、記名被保険者である移動支援サービスの提供団体が事

前に承認したものであることが条件である。この自動車保険が補償する対象事故は、移動支

援サービスのために、ボランティアドライバーが自宅を出発した時から自宅に帰着した時ま

での間に発生した事故である。ただし、移動支援サービスの提供を行うにあたり、その合理

的な経路を著しく逸脱している場合は除外される。 

 

損保ジャパン日本興亜で業界初の専用保険 

地域の移動を支える保険「移動支援サービス専用保険」 

契約者：移動支援サービス提供団体 

※事前承認の登録ドライバー等が所有する車両が対象 

 

 

 

 

東京海上日動火災保険株式会社 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例） 
車両保険なしプラン、対象台数２台、稼働日 1００日の場合 

４００円 × ２台 × 1００日 ＝ 年間保険料８０,０００円 

※東京海上日動火災保険、「自家用有償旅客運送事業者向け

自動車保険」の販売開始 

引用：損保ジャパン https://www.sompo-

japan.co.jp/~/media/SJNK/files/news/2019/20190619_1.pdf 

 地域の移動を支える保険パンフレット https://zenkoku-

ido.net/temp/210319SOMPO_assurance_pop.pdf 
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参考）自治会アンケートによる「自治会による送迎バスを運行について」 

 

令和２年度に実施された、「地域公共交通基礎調査」で自治会にアンケートを実施した。

回答を得られた１７件の中で、最も多い傾向として「自治会での運営は難しい」という意

見が多い中で、「複数の自治会で連携して実施」や「車両は町で整備し各自治体に貸し出し」

または有償ボランティアを自治会で採用」などの意見のほか、「すべて町で運営」などの意

見があった。 

 

 自治会別）地域として協力できること（ご意見） 

自治会 コメント欄 

外間 自治会で運行することは難しいです。 

宜次 
普通免許で運転できる車両であれば、運転手の確保がお願いしやすくなる。車

両の整備、燃料、人件費等の負担も町でやってほしい。 

伊覇 
運転手の給与をどうするか？等の色々な問題はありますが、他自治会との交流

が生まれるので良いことだと思います。 

上田原 

できれば八重瀬独自のウーバーが良い。多数の若者にライン登録してもらい送

迎が必要な方は役場へ電話し（役場→ラインへ）、アルバイト方式で可能な方

が送迎。互いの時間に無駄がない。 

東風平 デマンドバス、乗合タクシーの導入、運行が望ましいと考える。 

当銘 運転手や車両の維持管理など長く続けられるか疑問。 

世名城 *例の通り（車両は町が整備し運行は２～３自治会で連携して実施するなど） 

新城 

車両は町が維持管理して曜日ごとに各自治会に貸し出す。車両は７名乗り位の

コンパクトな方が使いやすい。又は各自治会に軽バス１台づつ提供してほし

い。 

具志頭 町で運営・運行し自治会より有償ボランティアを運転手として採用する。 

長毛 
自治会で運行するのは難しいと思う。また、字の財政も厳しいのと長毛自治会

への加入率も悪く単独での運行は字としてできない。 

港川 南城市にようにマイクロバスの運用がよい。 

大頓 
事故時の対応について重大事故の場合に不安がある。自治会の負担（金銭等）

がどの程度になるか？ 

与座 運行は３自治会位で連携 

大倉ハイツ 
自治会員の老齢化で運転手の確保、燃料代の負担などの問題（年間の自治会費

の徴収が１３０万円程度しかない） 

友寄東ハイツ 全て町でお願いしたい。 

友寄第一団地 

例にある「町が整備し運行は２～３自治会が連携して実施」は一案とは思いま

す。すべてを行政に頼るのでは財政が破綻する。各コミュニティで出来ること

はやる。助け合い絆を深めるためにも、各コミュニティでお互い支え合い助け

合う。（現在ある支え合い委員会等の活動を充実させる事で解決する。 

県営長毛団地 自治会での運行は予算的に厳しいと思う。 

  ※例示のとおりは、「公民館を待合所として提供する」をさす 


